
碧南市特定事業主行動計画実施状況について  

平成３０年１０月２２日 公表  

 

１ 目的  

次世代育成支援対策推進法に基づき、平成２７年４月に策定した「碧南市特定事業

主行動計画（以下「本計画」という。）」について、平成２９年度の本計画に基づく措

置の実施の状況を公表するものである。  

 

２ 計画期間  

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間  

 

３ 実施状況  

 (1) 年次有給休暇の取得の促進（平均取得日数１２日以上）  

 

目標値  

（参考）  

平成  

２５年度  

計  画  の 実  施  状況  

平成  

２７年度  

平成  

２８年度  

平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

平成  

３１年度  

平均取  

得日数  
１２日  １０．５１日  １０．３２日  １１．６３日  １０．６８日    

 

 (2) 特別休暇の周知と取得促進  

  ア  結婚休暇（対象者の全員取得、休暇期間（６日間）の完全取得）  

 

目標値  

（参考）  

平成  

２５年度  

計  画  の 実  施  状況  

平成  

２７年度  

平成  

２８年度  

平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

平成  

３１年度  

取得率  １００％ １００％ ７７.８％ ８８.０％ ８２.１％   

平均取

得日数  
６日  ５.９５日  ５.００日  ５.４０日  ５.５７日    

 

  



  イ  産前産後休暇（対象者の全員取得、休暇期間の完全取得）   

 

目標値  

（参考）  

平成  

２５年度  

計  画  の 実  施  状況  

平成  

２７年度  

平成  

２８年度  

平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

平成  

３１年度  

取得率  １００％ １００％ １００％ １００％ １００％   

取得割合

（※） 
１００％ － ９０．５％  ９４．３％  １００％   

※ 取得割合とは、産前産後休暇を取得可能な職員のうち、取得可能な日数の

全てを取得した職員の割合です。  

 

  ウ  妻の出産休暇（対象者への取得の促進、休暇期間（２日）の取得促進）  

 

目標値  

（参考）  

平成  

２５年度  

計  画  の 実  施  状況  

平成  

２７年度  

平成  

２８年度  

平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

平成  

３１年度  

取得率  １００％ ６６.６％ ５２.６％ ７５.０％ ７０.０％   

平均取

得日数  
２日  

１．８０

日  
１．７５日  １．８０日  ２．００日    

 

  エ  育児時間（制度の周知、対象者への取得の促進）  

 

目標値  

（参考）  

平成  

２５年度  

計  画  の 実  施  状況  

平成  

２７年度  

平成  

２８年度  

平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

平成  

３１年度  

取得者数  取得促進  ０人  １人  ０人  ０人    

 

  オ  男性職員の育児参加のための休暇（制度の周知、対象者への取得の促進）  

 

目標値  

（参考）  

平成  

２５年度  

計  画  の 実  施  状況  

平成  

２７年度  

平成  

２８年度  

平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

平成  

３１年度  

取得者数  取得促進  ３人  ３人  ４人  １人    

 



  カ  子の看護休暇（制度の周知、取得者及び取得日数の増加）  

 

目標値  

（参考）  

平成  

２５年度  

計  画  の 実  施  状況  

平成  

２７年度  

平成  

２８年度  

平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

平成  

３１年度  

取得者数  増加  １３人  ２７人  ３１人  ３５人    

平均取  

得日数  
増加  ４.０８日  ３.０９日  ３.２２日  ３.０１日    

 

 (3) 産前・産後休暇、育児休業等職員への支援（代替職員の１００％確保）  

 目標値  

（参考）  

平成  

２５年度  

計  画  の 実  施  状況  

平成  

２７年度  

平成  

２８年度  

平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

平成  

３１年度  

代 替 職

員の確保  
１００％ １００％ １００％ １００％ １００％   

※ 市民病院勤務の医療職及び退職者は除く。  

※ 各年度４月１日から３月３１日の間に産前休暇を開始した職員を対象。  

 

(4) 時間外勤務の抑制（時間外勤務時間数を平成２５年度比で１０％削減）  

 目標値  

（参考）  

平成  

２５年度  

計  画  の 実  施  状況  

平成  

２７年度  

平成  

２８年度  

平成  

２９年度  

平成  

３０年度  

平成  

３１年度  

平成２５  

年度比  
△１０％ － ＋15.9％ ＋11.6％ ＋17.6％   

（時間数）  （96,491）  (107,213)  (124,252) (119,658) (126,055)   

※ 選挙に関する時間外勤務は除く。  


